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牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載要綱

１８独家セ第８２４号

平成１８年１１月1日

（趣旨）

第１条 独立行政法人家畜改良センター（以下「センター」という。）において、牛

の個体識別情報検索サービスを広告媒体として活用し、企業、団体等から協賛を募

ることにより、本事業の効率的な実施と消費者及び牛の管理者への情報公表の充実

を図り、国産牛肉に対する消費者の信頼確保と輸出の促進、牛の生産や流通の円滑

化等、日本の畜産業の振興・発展に寄与するものとする。

なお、この要綱は、別に定めるもののほか、各種企業、団体等の広告を掲載する

ことに関して、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に

定めるところによる。

（1）牛の個体識別情報検索サービスとは、牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法（平成１５年法律第７２号）第２０条の規定によりセン

ターに委任されている事務のうち、牛個体識別台帳に関する情報を公表するサー

ビスをいう。

（2）広告媒体とは、以下に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

イ 牛の個体識別情報検索サービスのホームページ（英語版ページを含む）

ロ その他

（広告の掲載が認められる業種又は事業者）

第３条 広告媒体に広告の掲載を認められる者は、日本の畜産業及びその関連産業を

営む事業者又はそれらの事業者で構成する団体（国内に所在するものに限る。）と

する。

（広告の内容）

第４条 その内容が、畜産振興に資する広告(第２項各号に掲げる広告を除く。)で

あって、独立行政法人家畜改良センター理事長（以下「理事長」という。）が適当

と認めたものについて、掲載するものとする。

２ 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

（1）法令、通達及び条例に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容

を含むもの

（2）不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）に規定する公

正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界規制に違反する

もの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
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（3）責任の所在が不明確なもの

（4）内容が不明確なもの

（5）事実と異なる内容を含むもの

（6）虚偽又は誤認されるおそれがあるもの

（7）比較広告

（8）基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの

（9）宗教的又は政治的表現を含むもの

（10）特定の主義主張を含むもの

（11）公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのある内容を含むもの

（広告の規格等）

第５条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに理事長が別に定める。

（広告募集方法等）

第６条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、そ

の性質に応じて、理事長が別に定める。

（広告掲載の方法）

第７条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にす

るため、牛の個体識別情報検索サービス欄と広告掲載欄とを区分し、当該広告掲載

欄に「広告欄」の文言を記載するとともに、広告の内容に関する責任の帰属及びそ

の他必要な事項を注記するものとする。

（審査機関）

第８条 理事長は、広告媒体に掲載する広告の可否を判断するために、必要があると

認めるときは、広告審査会（以下「審査会」 という。）を開催することができる。

２ 審査会の委員長は個体識別部長を、委員は企画調整課長、総務課長、会計課長、

管財課長及び企画管理課長をもって充てる。

３ 委員長は第２項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管

の職員を、臨時委員として加えることができるものとする。

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員が、その職務を代行する。

５ 委員長は、理事長に対し、審査会としての意見を述べるものとする。

（庶務）

第９条 審査会の庶務は、個体識別部において行う。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、理事

長が別に定める。
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附 則

（施行年月日）

この要綱は、平成１８年１１月１日から施行する。

附 則

（施行年月日）

この要綱は、平成２８年７月１９日から施行する。

附 則

（施行年月日）

この要綱は、平成３１年４月２４日から施行する。

附 則

（施行年月日）

この要綱は、令和元年９月２６日から施行する。

附 則

（施行年月日）

この要綱は、令和２年９月３日から施行する。

附 則

（施行年月日）

この要綱は、令和３年１月２２日から施行する。


